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財団法人滋賀県人権センター寄付行為 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この法人は、財団法人滋賀県人権センターという。 

（事務所） 

第２条 この法人は、事務所を滋賀県大津市におの浜四丁目１番１４号におく。 

（目的） 

第３条 この法人は、滋賀県における同和問題をはじめとする人権問題解決のための啓発、

教育、相談等および社会的、経済的または文化的な課題を有する人々の支援等の事業を

行うことにより、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現に資することを目的

とする。 

（事業） 

第４条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

(1) 人権に関する啓発および教育 

(2) 差別事象をはじめとする人権に関する相談 

(3) 社会的、経済的または文化的な課題を有する人々の相談および支援 

(4) 国内外における多様な人権文化に関する交流の促進 

(5) 人権問題に関する調査・研究および情報の収集・提供 

(6) 県、市町村、各種団体等との連携および連絡調整 

(7) 解放県民センター「光荘」の管理運営 

(8) 労働保険事務組合の運営および社会保険に関すること 

(9) その他この法人の目的達成のため必要な事業 

 

第２章 資産および会計 

（資産の構成） 

第５条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産 

(2) 寄付金品 

(3) 資産から生ずる収入 

(4) 事業に伴う収入 

(5) その他の収入 

（資産の種類） 

第６条 資産は、基本財産および運用財産とする。 

２ 基本財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

(1) 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産 

(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産 

(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 

３ 運用財産は、基本財産以外の財産とする。 

（基本財産の処分の制限） 



 2

第７条 基本財産は、これを処分し、または担保に供することができない。 

  ただし、やむを得ない理由があるときは、評議員会の意見を聴き、その４分の３以上

の同意を得た上、理事会において理事現在数の４分の３以上の議決を経、かつ主務官庁

の承認を得て、その一部を処分し、またはその全部もしくは一部を担保に供することが

できる。 

（資産の管理） 

第８条 資産は、理事長が管理し、その方法は理事会の議決により定める。 

２ 基本財産のうち現金は、日本郵政公社または確実な金融機関に預け入れ、信託会社に

信託し、または国債、公債その他の確実な有価証券にかえて保管しなければならない。 

（経費の支弁） 

第９条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。 

（収支予算および事業計画ならびに収支決算および事業報告） 

第１０条 この法人の収支予算および事業計画は、毎年度当該年度開始前に評議員会の意

見を聴いた上、理事会の議決を経て定め、収支決算および事業報告は、年度終了後２ヵ

月以内に事業実績報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の

監査を経て評議員会の意見を聴いた上、理事会の承認を得なければならない。 

（特別会計） 

第１１条 この法人は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。 

（会計年度） 

第１２条 この法人の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

 

第３章 役員、評議員および職員 

（種別および選任） 

第１３条 この法人に、次の役員を置く。 

(1) 理 事  ９人以上１２人以内 

(2) 監 事  ２人 

２ 役員は、評議員会において選任する。 

３ 理事は、互選により理事長１名、副理事長２名および専務理事１名を選出する。 

４ 理事、監事および評議員は、相互に兼ねることができない。 

（職務） 

第１４条 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。 

２ 理事長は、この法人を代表し、会務を統轄する。 

３ 副理事長は、理事長を補佐する。副理事長は、理事長に事故あるとき、または理事長

が欠けたときは、あらかじめ理事長が指定した副理事長がその職務を代理する。 

４ 専務理事は、理事長および副理事長を補佐し、理事長および副理事長が欠けたときは

その事務を行う。 

５ 監事は、民法第５９条の職務を行う。 

（任期） 

第１５条 役員の任期は２年とする。ただし、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。 

２ 役員は、再任されることができる。 
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３ 役員は、辞任した場合または任期満了の場合にあっても、後任者が就任するまでは、

その職務を行わなければならない。 

（解任） 

第１６条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、理事現在数および評

議員現在数の４分の３以上の議決により解任することができる。 

２ 前項の規定により役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会および評

議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。  

（評議員） 

第１７条 この法人には、評議員２５人以上３０人以内を置く。 

２ 評議員は、同和問題をはじめとする人権問題の解決に熱意ある各種機関、関係団体お

よび個人、学識経験者で、この法人の趣旨に賛同し、協力するもののうちから、理事会

において選任し、理事長が委嘱するものとする。 

３ 評議員の任期は、２年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間と

する。 

４ 評議員は、再任されることができる。 

（顧問） 

第１８条 この法人には、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は理事会の推せんにより、理事長が委嘱する。 

３ 顧問は、理事会の諮問に応じ、理事長に対し、この法人の運営について助言する。 

（職員） 

第１９条 この法人には、事務を処理するため、所要の職員を置く。 

２ 職員は、理事長が任免する。 

 

第４章 会議 

（会議の種類） 

第２０条 この法人の会議は、次のとおりとする。 

(1) 理事会 

(2) 評議員会 

（理事会の権能） 

第２１条 理事会は、この寄付行為に別に規定するもののほか、この法人の運営に関する

重要な事項を議決する。 

（理事会の招集） 

第２２条 理事会は、理事長が招集する。 

２ 理事の２分の１以上または監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、

理事長は、すみやかに理事会を招集しなければならない。 

３ 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日

時、場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。 

 

（理事会の議長） 

第２３条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。 



 4

（定足数） 

第２４条 理事会は、理事の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

（議決） 

第２５条 理事会の議事は、この寄付行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数

の同意をもって決する。 

（書面表決等） 

第２６条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された

事項について、書面をもって表決し、また他の理事を代理人として表決を委任すること

ができる。この場合において、前２条の規定の適用については、出席したものとみなす。 

２ 理事長は、緊急を要する事項で軽易なものについては、持ち回りまたは書面表決の方

法により全理事の賛否を求め、その過半数の同意を持って理事会の議決に代えることが

できる。 

（評議員会） 

第２７条 評議員会は、この寄付行為に別に規定するもののほか、理事長の諮問に応じて

必要な事項について審議し、および助言するとともに、必要に応じてこの法人の重要な

事項に関し、理事長に建議することができる。 

２ 評議員会の議長は、その評議員会において出席した評議員のうちから選任する。 

３ 評議員の３分の１以上の者から、連署によって会議の目的たる事項を示して請求のあ

ったときは、理事長は、すみやかに評議員会を招集しなければならない。 

４ 第２２条第１項および第３項、第２４条、第２５条ならびに第２６条の規定は、評議

員会について準用する。この場合において「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」

とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。 

（議事録） 

第２８条 理事会および評議員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し

なければならない。 

(1) 会議の日時および場所 

(2) 理事または評議員の現在数 

(3) 会議に出席した理事または評議員の氏名（書面表決者および表決委任者を含む） 

(4) 議決事項 

(5) 議事の経過 

２ 議事録には、出席理事または評議員のなかから、その会議において選出された議事録

署名人２人以上が議長とともに署名しなければならない。 

 

第５章 寄付行為の変更および解散 

（寄付行為の変更） 

第２９条 この寄付行為は評議員会の意見を聴き、その４分の３以上の同意を得た上、理

事会において理事現在数の４分の３以上の議決を経、かつ主務官庁の認可を得なければ

変更することはできない。 

（解散および残余財産の処分） 

第３０条 この法人は、民法第６８条第１項第２号から第４号までの規定によるほか評議
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員会の意見を聴き、その４分の３以上の同意を得た上、理事会において理事現在数の４

分の３以上の議決を経、かつ、主務官庁の承認があったときに解散する。 

２ 解散の時に存する残余財産は、評議員会の意見を聴き、その４分の３以上の同意を得

た上、理事会において理事現在数の４分の３以上の議決を経、かつ、主務官庁の許可を

得てこの法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。 

 

第６章 雑則 

（委任） 

第３１条 この寄付行為の施行について必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。 

 

付 則 

１ この法人の設立当初の役員および評議員は、第13条第２項および第17条第２項の規定

にかかわらず、設立者の定めるところによるものとし、その任期は、第15条第１項およ

び第17条第３項の規定にかかわらず昭和51年３月31日までとする。 

２ この法人の設立当初年度の事業計画および収支予算は、第10条第１項、第21条第１号

および第27条第１号の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。 

３ この法人の設立当初の会計年度は、第12条の規定にかかわらず、設立許可のあった日

から昭和51年３月31日までとする。 

４ この寄付行為は、昭和50年11月１日から施行する。 

付 則 

 この寄付行為は、昭和51年８月26日から施行する。 

付 則 

 この寄付行為は、昭和53年８月24日から施行する。 

付 則 

 この寄付行為は、昭和54年２月９日から施行する。 

付 則 

 この寄付行為は、昭和55年６月18日から施行する。 

付 則 

 この寄付行為は、昭和57年８月10日から施行する。 

付 則 

 この寄付行為は、昭和58年５月23日から施行する。 

付 則 

１ この寄付行為は、平成11年９月24日から施行する。 

２ この寄付行為の変更の際、現に在職する理事および監事は、第13条第２項の規定によ

り選任されたものとみなす。 

３ この寄付行為の変更の際、現に在職する評議員は、第17条第２項の規定により選任さ

れたものとみなす。 

付 則 

 この寄付行為は、平成13年６月15日から施行する。 

付 則 
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 この寄付行為は、平成15年４月１日から施行する。 

付 則 

 この規程は、平成15年７月29日から施行し、平成15年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



役職名 氏 名

理 事 長 西堀　末治

馬淵　義博

建部　五郎

専務 理事 松本　博志

芝滝　全弘

青木　　洋

中谷　利治

堀　　義明

茶木　作夫

山出　　晃

内田　秀美

若杉　貞子

中村　恒晴

堀　　正基

任期　２０１２年６月２９日まで

副理 事長

理 事

監 事

財団法人滋賀県人権センター役員名簿
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２００９年度事業報告 
はじめに 
 
 当センターは、同和問題解決のため行政・教育・運動を補完する総合的県民センターと

して、多くの県民・県・県教育委員会・市町行政・運動団体などの支援により１９７５年

に発足しました。 
発足以来、同和地区住民の自立に向けた安定就労などの取り組み、地域総合センターに

対する運営助言事業、差別事象に対する取り組み、市町人権・同和教育推進協議会との連

携による県民啓発事業など、様々な取り組みを進めてきました。 
３０年近くにわたる取り組みの成果を踏まえ、２０００年１２月に制定された『人権教

育・啓発推進法』など新たな時代の要請に応えるべく、２００３年には（財）滋賀県人権

センターと名称を変更し、人権相談室の開設などあらゆる人権問題に対応する諸活動を行

ってきました。 
 
これまで、当センターをはじめ各市町・人推協・同企連・同宗連など、様々な主体・団

体により啓発・研修・相談事業等が進められてきました。 
しかしながら今日においても、新規学卒者に関わり職業安定法に違反し差別につながる

採用選考を実施する企業があり、また職場内での差別発言事件、インターネット上での同

和問題に関する差別書き込みなど、依然として厳しい人権侵害の実態があります。 
さらには、一昨年来の世界的な金融危機・国内経済の減速のなか、地区内の重要な産業

である土木建設業の倒産・廃業など、雇用面においても厳しい現状があり、同和地区住民

の自立に向けた安定就労や教育保障の取り組みは、ますます重要となっています。   
 
こうしたことから、本年度当センターでは、地域総合センターでの就労・生活福祉相談

などの相談活動や各種の自立支援活動を通して、教育・就労問題の解決に向けた取り組み

が前進するよう運営・助言事業の強化に努めました。 
 
人権相談においては、人権侵害の実態を踏まえ人権相談室の活動を強化するとともに、

関係機関・団体との連携を深め問題の解決に向けた取り組みを進めてきました。 
 
啓発事業においては、文部科学省の調査研究事業を受託し、啓発教材集の開発作成、フ

ィールドワーク、交流研修会など、従来の手法を改善し県民一人ひとりが啓発の主体者と

なるための様々な取り組みを進めてきました。 
また、行政・企業・地域が主体となって開催する人権研修会に、当センター職員を講師

として派遣するとともに、人権研修の実施に向けた指導助言を行ってきました。 
 
出版事業については、従来の旬刊紙「人権の友」と月刊誌「じんけん」を統合、内容・

形態を一新し、新たな月刊誌「じんけん」を１０月より刊行しました。今後、県民各界各

層の要望を踏まえながら、親しまれ役立つ人権情報誌として発行してまいります。 
 
最後に、公益法人制度の改革に伴い、新たな公益財団法人の早期認可に向けた諸作業を

具体的に進めてきました。 
 

以下に本年度の事業概要を報告します。 



 

 

１．啓発事業 

(1) 県民のつどい 
 

ア  集会 

一人でも多くの県民が様々な人権問題と出会い、学習を深め合う場として、２００９年人権週

間協賛「人権尊重と部落解放をめざす県民のつどい」を開催した。県内より約１，７００人の県

民が参加し、同和問題をはじめとする人権問題の早期解決のため「今、私たちのなすべきこと」

を学び、実践と連帯を深め合った。 

○主催  (財)滋賀県人権センター、滋賀県、滋賀県教育委員会、大津地方法務局 

滋賀県市長会、滋賀県町村会、滋賀県人権擁護委員連合会 

滋賀県市町人権問題連絡会、部落解放同盟滋賀県連合会 

(社)滋賀県人権教育研究会、滋賀県人権教育推進協議会     （１１団体） 

 

 

 

イ  運営委員会 

 ６月２日（火）～ １月２７日（水） ３回開催 

 

(2) 青年集会 
 

ア 集会 

県内の青年が、部落差別をはじめ、あらゆる差別の現実から学び合い、互いの思いや願いを

交流し合うとともに、各地域、職場、団体および個々人が取り組む人権尊重に向けた実践活動

をさらに発展させるために開催した。 

名   称 2009年人権週間協賛 人権尊重と部落解放をめざす県民のつどい 

会   場 滋賀県立文化産業交流会館      

開催年月日 ２００９年１２月６日（日） 

参 加 数 １，６３１人 

事業の内容 

9:20～ 9:40 受付 

【イベントホール】 

9:40～10:00 オープニング 

       歌のボランティアグループ「ほっとらいん」（近江八幡市） 

10:00～10:30 開会行事 

10:30～10:40 意見発表 

｢私の弟｣ 

第２８回全国中学生人権作文コンテスト 

        滋賀県大会最優秀賞・全国大会奨励賞 

                    甲賀市  吉田菜織実 

10:40～12:00 地域からの発信 

 冨田人形     （長浜市） 

 ｆｅｌｌｏｗ   (彦根市) 

 サンタナ学園  （愛荘町） 

 

13:00～14:30 記念講演 

       「命に国境はない～イラクで非暴力は実現するか？～」 

               高遠菜穂子（イラク支援ボランティア） 

（終日） 

9:20～14:30 県内人権センター展・パネル展示・物産展 



 

 

○主催 部落解放・人権確立をめざす第３４回滋賀県青年集会実行委員会 

滋賀県青年団体連合会  部落解放同盟滋賀県連合会 

滋賀県教職員組合  自治労滋賀県本部  滋賀県農協同和対策本部 

連合滋賀 滋賀同和問題企業連絡会           （７団体） 

       (財)滋賀県人権センター 

 

名   称 部落解放・人権確立をめざす第３４回滋賀県青年集会 

会   場 
解放県民センター「光荘」、滋賀県母子福祉施設「のぞみ荘」 

大津市立障害者福祉センター 

開催年月日 ２００９年１０月３日（土） 

参 加 数 １９４人 

事業の内容 

12:15～13:00 受付 

13:00～13:10 開会行事 

13:10～14:40 全体会 

講演 「差別はある。でも諦める必要はない」 

        講師  谷川栄一  

(ＮＰＯ法人『ＪＵＭＰ』副理事長) 

14:55～16:05 分散会（９分散会） 

 

イ 実行委員会 

 ５月２１日（木）～１０月１４日（水） ４回開催 

 

ウ 市町青年集会への助言 

部落問題の解決を自らの課題、地域社会の課題として青年自らが取り組みを進めていくために、

市町青年集会が開催された。市町の要請に応じて、参加、助言を行った。 
  

(3) 滋賀県高校生等交流集会｢ヒューマンライツ･Ｗｉｔｈ･アクション｣ 
 

ア 集会 

県内の高校生等が、人権問題を共に考え合うことで、差別解消のための実践力をもった地域の

リーダーとして育成するために本集会を実施した。 

○主催 滋賀県高校生等交流集会実行委員会 

(財)滋賀県人権センター 

 

名   称 
第８回ヒューマンライツ・With・アクション 

滋賀県高校生等交流集会 

会   場 アクティ近江八幡・近江八幡市いきいきふれあいセンター 

開催年月日 ２００９年１０月１８日（日） 

参 加 数 １６０人 

 

9:30～10:00 受付 

10:00～10:10 開会行事 

開会宣言 

副実行委員長歓迎の言葉 

10:10～10:35 高校生アトラクションその１  ライブ演奏 

         （八幡地域青年会のみなさん） 

 



 

 

事業の内容 

 

10:35～11:00 人権ミニ講話＆｢ちょっと聞かせて下さい｣コーナー 

          今村 力（青年サークル｢ｆｅｌｌｏｗ｣） 

11:00～12:00 高校生アトラクションその２ 人権○×クイズ･人権ビンゴ 

          実行委員有志 

11:50～12:55 食文化交流 

      ・すじ焼き     (末広地域の若者) 

      ・すじうどん･すじ煮 (和田高大生をもつ保護者の会) 

      ・おでん      (新田町高校生を支援する会) 

      ・たこせん・たません(長寺青年部) 

      ・あつやき･ねぎ焼き (八幡地域青年会) 

      ・フランクフルト  (広野青年サークル「fellow」) 

      ・チジミ･ペルー等の料理（ワールドアミーゴクラブ）

13:00～13:30 高校生アトラクションその３ クイズヘキサゴン 

          実行委員有志 

13:30～14:10 みんなで語ろう！人権トーク 

14:10～14:50 大人に「ちょっといいですか」のコーナー 

・高校生と大人の意見交流 

14:50～15:00 レッツＧＯｓｙｕ音頭 

       長寺と豊郷の仲間のみなさん 

15:00～15:30 閉会行事 
実行委員会アピール 
閉会宣言 

 
イ 顧問会・実行委員会 

〇顧問会   ５月２０日（水）～１１月１１日（水） ２回開催 

〇実行委員会   ６月１３日（土）～ ９月 ５日（土） ３回開催 
 
ウ 全国高校生集会との連携（参加）     参加数 ４０人 

   ８月 １日（土）～ ３日（月） 長崎市内 

(4) 女性のつどい 

 

ア 集会 

県内の女性が中心となって、互いに思いや願いを交流し合うとともに、部落解放と女性差別

の撤廃を共通の課題として自らの生き方を学び合い、各地域、職場、団体および個々人が取り

組む人権尊重に向けた実践活動をさらに発展させるために開催した。 

○主催 部落解放第４６回滋賀県女性のつどい実行委員会 

滋賀県教職員組合女性部 (社)滋賀県人権教育研究会 滋賀県商工会女性部連合会 

(社)滋賀県看護協会 滋賀県人権保育研究協議会 滋賀県更生保護女性連盟 

滋賀県ＰＴＡ連絡協議会 ＪＡしが女性協議会 滋賀県地域女性団体連合会 

全日本自治団体労働組合滋賀県本部 滋賀県同和問題企業連絡会   

部落解放同盟滋賀県連合会                  （１２団体） 

(財)滋賀県人権センター 

 

名   称 部落解放第４６回滋賀県女性のつどい 

会   場 解放県民センター「光荘」 

開催年月日 ２００９年１１月１４日（土） 

参 加 数 １７９人 



 

 

事業の内容 

12:30～13:00 受付 

13:00～13:20 開会行事・基調提案 

13:20～14:30 記念講演「部落解放と女性解放の水平線」 

          鶴岡弘美 

           (富田林市人権協議会総合相談員) 

14:40～16:00 分散会（１０分散会） 

16:00        閉会 
 

イ 実行委員会 

 ６月１１日（木）～ １月２９日（金） ５回開催 

ウ 市町女性集会への助言 

部落問題、女性問題の解決を自らの課題、地域社会の課題として女性自らが取り組みを進めて

いくために、市町女性集会が開催された。市町の要請に応じて、参加、助言を行った。 

 

(5) 出版事業 

 

ア 旬刊紙「人権の友」    【上半期】 

毎月 ５日、１５日、２５日     発行部数 ４，５００部 

 

イ 月刊誌「じんけん」    【上半期】 

毎月 １５日            発行部数 １，０００部 

 

  ウ 新月刊誌「じんけん」   【下半期】      

     毎月 １５日            発行部数 ３，６００部 

 

エ 啓発資料「ビタミンＪ」 

２０１０年３月           発行部数 ４，７００部 

(6) 人権問題啓発ビデオ等の普及活動 

既作品の「朝やけの湖」「風のおとずれ」「雪のいしぶみ」「葦笛がひびくまち」「明日に向

かって歩む街」「春をまつ雪」「わかりあえる季節」「おばあちゃんありがとう」「残された日

記」および「走れ！夢をのせて」等の普及活動を行い、同和問題、人権問題の啓発活動に貢献し

た。 

(7) 講師派遣 

ア 講師派遣 

同和問題をはじめ各種人権問題の課題解決の取り組みを支援するため、団体、組織のニーズに

応えて職員を講師に派遣した。 

 

 

 

イ 外部講師の紹介 

外部講師リストから９回の紹介・派遣を実施した。 

(8) 市町同和教育推進協議会等事業費助成 

２５市町に、６，１８３,９９１円を助成した。 

県・県域機関等  ７５回 

市 町 ９６回 

企業・事業所  ７４回 

学 校 ・ 園  ４２回 

合   計 ２８７回 



 

 

２．研修事業 

(1) 地域リーダー養成講座 
地域住民や、各種団体、人推協等、ＮＰＯ、企業などの関係者を対象に、地域で活躍されるリー

ダーの養成をめざして開催した。 

○受講者 １．部落問題       のべ６７人 

２．在日外国人の人権   のべ３６人 

３．インターネットと人権 のべ４１人 

 

講座 月日(曜) 講  義  内  容 講  師 会場 

１ 

6 月 25日 

(木) 

7 月 2 日 

（木） 

7 月 9 日 

(木) 

7 月 16 日 

（木） 

開講式・オリエンテーション 
● 部落問題 「差別意識を考える」 
 ～その謎解きのたびに出かけましょう～ 
①「人権教育・啓発～今何が問われているので

しょう」 
②「食肉の不思議・魚眼レンズでみる部落史」 
③「私にできることからはじめるために」 

④フィールドワーク「奈良楽学遊歩」 

NPO 法人 

子どもの人権 

総合研究所 

専務理事 

 大寺和男 

解放県民 

センター 

「光荘」 

 

 

 

奈良市内 

２ 

 

7 月 23日 

（木） 

 

7 月 30日 

（木） 

 

8 月 5 日 

（水） 

 

●在日外国人の人権 
①「県内に住む外国人のおかれている状況を知

る～知ることことから見えてくるもの」 
 
 
②「食を通して異文化を理解しよう！」 

 
 
③「共に生活するうえで大切なことは何だ 

ろう！」 
 

ﾜｰﾙﾄﾞｱﾐｰｺﾞｸﾗﾌﾞ 

吉積尚子 
(財)県国際協会 

光田展子 

大森容子 

外国人講師 

山口ﾓﾆｶ豊美 

郭 宇美 

コスタサヤコ 

尚 宇静 

滋賀県立大学 

  河かおる 

①解放県

民センタ

ー「光荘」

②県立男

女参画セ

ンター 

県立婦人

会館 

③(財)近

江八幡市

人権セン

ター 

３ 

 

8 月 21日 

（金） 

 

8 月 27日 

（木） 

 

9 月 4 日 

（金） 

 

●インターネットと人権 
①基礎編「私たちが『今』できることから考

える                   

～現状と課題から～」 
 
②実践編「インターネット社会と人権」 
 
 
③ワークショップ「体験して見えてくるもの 

～被害を拡大しないために～」 

(財)反差別・人

権研究所みえ 

松村元樹 

今村孝之 

伊賀市人権政策

課 

鈴森範之 

滋賀県人権施策

推進課 

大崎浩司 

①解放県

民センタ

ー「光荘」

 

②・③マル

チメディ

アセンタ

ー 

 

 

 

 

 

 



 

 

(2) エキスパートスクール「人権の友」（第９期） 

人権尊重の社会づくりをめざして、自主的に実践する指導者を養成するため、当センターの地域

リーダー養成講座の修了者や、企業、地域のリーダーを対象に人権問題に関する学校を開校した。 

 

受講者 １８人 

修了者 １８人（講座の８割以上を受講した者） 

 

回 月日(曜) 講  義  内  容 講  師 会場 

１ 
8月24日 

  (月) 

セッション① 
「出会いと気づき 体験参加型学習と

は？」 
セッション② 
「参加型学習の思想」 

２ 
8月31日 

  (月) 

セッション③ 
「子どものエンパワメント」 
セッション④ 
「自尊感情と栄養理論」 

３ 
9月 7日 

  (月) 

セッション⑤ 
「ジェンダーについて」 
セッション⑥ 
「自尊感情・暴力理論」 

金 香百合 
ホリスティック 
教育実践研究所所長 

解放県民 
センター 
「光荘」 
 

４ 
9月14日 

  (月) 

フィールドワーク 
「記念館見学と炭坑の現地研修」 
 記念館の歴史とマンガン採掘時の様

子について 

李 龍植 
丹波マンガン記念館 
館長 

丹波マン

ガン記念

館 

５ 
9月28日 

  (月) 

セッション⑦ 
「ホリスティック研究とは」 
セッション⑧ 
「実践：対話力を磨く」 

６ 
10月5日 

  (月) 

セッション⑨ 
「自己表現トレーニングについて」 
セッション⑩ 
「実践：自己表現トレーニング」 

７ 
10月19日 

  (月) 

セッション⑪ 
問題解決 「創造力トレーニング」 

セッション⑫ 
問題解決 「創造力の養成」 

金 香百合 
ホリスティック 
教育実践研究所所長 

 

解放県民 
センター 
「光荘」 

 

また、全修了生を対象に、自己研鑽のための研修会を開催し、併せて実践交流の場の提供と、

そのネットワークづくりの支援を行った。 

○フォローアップ研修会の受講生 １２人 

 
【フォローアップ研修会】 

月日(曜) 講  義  内  容 講  師 会場 

2 月 5 日 

(金) 

受講生による実践報告会 
人権の学びのネットワークを広げる 

金 香百合 
ホリスティック 
教育実践研究所所長 

解放県民 
センター 
「光荘」 

 

 



 

 

(3) 人権擁護活動ブロック別合同研修会     参加数 ３６３人 

 

地域における人権擁護活動の連携を強めるため、人権擁護委員・人権擁護推進員・人権結婚相談

委員等（対象者７７３人）による合同研修会を８ブロックで開催した。 

 

月日（曜） 会    場 ブロック 参加数 

11月 5日(木) 守山市生涯学習教育支援センター 湖 南 ４１人

11月17日(火) 彦根市立南地区公民館 彦 根 ２６人

11月20日(金) 虎姫町公民館 湖 北 ５４人

11月27日(金) 日野町公民館 東近江 ６０人

11月30日(月) 安曇川公民館 湖 西 ４４人

1月15日(金) サンライフ甲西 甲 賀 ４９人

1月22日(金) 多賀町公民館 愛 犬 ２７人

1月30日(土) 大津市役所別館 大 津 ６２人

 合  計 ３６３人

 
日 程 

13:30～13:40   開会行事 

13:40～14:10   事例研究発表 （大津地方法務局） 

14:10～16:00   講演・グループワーク 

16:00～16:10   閉会行事 

 

（※事例研究発表、講演・グループワークの時間は、ブロックによって若干違いがあります。） 

 

 

内 容 

① 事例研究発表 「隣人からの嫌がらせ」に関する事案 

講師 西田茂  （大津地方法務局） 

 

② 講 演・グループワーク【湖南・彦根・湖北・東近江・湖西・愛犬ブロック】 

「精神障害者と人権」 

   講師 久保憲二（草津市障害者福祉センター・精神保健福祉士） 

 

講 演・グループワーク【甲賀ブロック】 

       「人権とは？差別とは？～相談活動は未来を拓く～」 

             講師 白井俊一（人権ワークショップ研究会・人権啓発促進役） 

 

講 演・グループワーク【大津ブロック】 

「少女にかかわった１０年」 

講師 川崎典子（人権擁護委員・大津市青少年問題協議会委員） 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(4) 地域総合センター職員研修事業 

 

ア 地域総合センター職員研修会（基礎コース）   参加数 １２１人 

センター職員が各地域の課題の解決に対処できる事業を実施するにあたっての基礎的な知識

を学ぶとともに、センター職員としての自覚を深めることを目的として研修会を実施した。 

 

回 月日(曜) 講  義  内  容 講  師 会場 

１ 
 5月13日 

  (水) 

テーマ：「地域総合センターとは」 

研修① 

「滋賀県の人権・同和行政について」

研修② 

「滋賀県の人権・同和教育について」

研修③ 

「県内の差別の実態から学ぶ」 

研修④ 

「地域総合センター職員に求められる

もの」 

 

県人権施策推進課 

    西村 実 

県人権教育課 

    杉澤和雄 

滋賀県人権センター 

    丸本千悟 

全国隣保館連絡協議会 

    伊藤勝彦 

解放県民 

センター 

「光荘」 

 

31 人・20

センター

参加 

２ 
5月27日 

  (水) 

テーマ：「地域総合センター職員の役

割」 

研修① 

「川久保地域総合センターの概要と活

動状況について」・「川久保町の歴史と

自治会活動について」・ビデオ「ふれ

あいのさと川久保」・川久保地区フィ

ールドワーク 

研修② 

「山川原地域総合センターの取組みに

ついて」 

研修③ 

「山川原の歴史と太鼓づくり」 

研修④ 

「町史編纂事業から『人権・同和問題』

を学ぶ」 

研修⑤ 

フィールドワーク 太鼓工房見学 

 

 
川久保地域総合センター 

    姓農明彦 

 

 

 

 
山川原地域総合センター 

    髙田恵里子 

 
山川原地域総合センター 

    藤森 勉 

愛荘町教育委員会町

史編纂室 

    上田善江 
山川原地域総合センター 

     髙田恵里子 

川久保地

域総合セ

ンター・ 

 

 

 

山川原地

域総合セ

ンター 

 

50 人・26

センター

参加 

３ 
7 月 10 日 

（金） 

テーマ：「地域総合センター業務とセン

ター職員の役割再確認～話し合おう！

課題と悩み～」 

研修① 

「就職困難者の雇用支援制度につい

て」 

研修② 

「地域総合センターとの連携を通し

て」 

研修③ 

分散会・交流会 

 

 

 

滋賀労働局職業対策課 

    大矢俊典 

 

湖南農業高等学校 

    德永信一 

解放県民 

センター 

「光荘」 

 

40 人・19

センター

参加 

 

 

 

 



 

 

イ 地域総合センター職員研修会（実践コース）   参加数 ８９人 

地域総合センター活動の充実が求められている状況を踏まえ、多様化する地域住民の生活ニー

ズに対応するために必要とされる知識や実務に即した技術の習得を目的とした研修会を実施し

た。 

 

 

 

回 月日（曜） 講  義  内  容 講  師 会場 

１ 
9月 8日 

（火） 

テーマ：「広報活動のスキルアップ」

 

研修① 

講演「広報活動のスキルアップ『住民

に読んでもらえる広報誌を』」

 

研修② 

実践「広報誌を作ってみよう！」 

 

 

 
新聞「うずみ火」編集部 

    矢野 宏 

彦根 

人権・福祉

交流会館 

 

29人・13セ

ンター参加

２ 
10月7日 

  (水) 

テーマ：「隣保館活動の今後のあり方～

全国の隣保館の動向を踏まえて～」

「『ふれあい・ささえあい・ともに生き

る』まちづくりをめざして～豊郷町地

域総合センターの取り組み～」 
 

研修① 

「隣保館活動の今後のあり方～全国の

隣保館の動向を踏まえて～」 

 

研修② 

「大町・三ツ池の成り立ちと歴史につ

いて」 

 

研修③ 

「同和対策事業のあゆみと課題につい

て」 

 

研修④ 

「地域総合センターの取り組みについ

て」 

 
 
 
 
 
 
 
全国隣保館連絡協議会 
      伊藤勝彦 
 
 
豊郷町教育委員会 
      北川浩志 
 
 
豊郷町住民生活課 
      鈴木雅信 
 
 
豊郷町地域総合セン

ター職員 

豊郷町 

隣保館 

 

60人・22セ

ンター参加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ウ 地域総合センター職員研修会（地域福祉講座）   参加数 ６８人 

従来、実践コースの一つに取り入れていた地域福祉の分野に特化して、さらなる地域福祉の推

進をめざすことを目的とした研修会を実施した。 

 

１ 

 

 

11月27日 

（金） 

テーマ：「地域福祉とは」 

研修① 

「地域生活支援システムの構築につい

て―その実際に学ぶ―」 

研修② 

ワークショップ「ソーシャルサポートの

形成について－連携のスキルを学ぶー」

 

 

 

大阪体育大学 

      大谷 悟 

 

解放県民 

センター 

「光荘」 

 

28人・18セ

ンター参加

２ 

 

 

 

 

12月9日 

（水） 

テーマ：「地域におけるささえあい活

動とは」 

研修① 

「『おせっかい』や『お互い様』が自

然に行き交う地域をつくる運動―小地

域福祉活動」 

研修② 

「おもいやりのある地域づくり～地域

をつなぐ人と場～」 

研修③ 施設見学 

 

 

滋賀県社会福祉協議会 

谷口郁美 

 

 

街かどケア滋賀ネット 

溝口 弘 

石部まちづ

くりセンタ

ー 

 

 

 

40人・29セ

ンター参加

 

エ じんけんとふくしの推進講座        参加人数５２人 

さらなる地域福祉の推進・発展を目的に、対象者を社協職員・高齢者福祉施設職員等に拡張し、

研修会を実施した。 

 

1月26日 

（火） 

研修① 

「隣保館の取り組み紹介」 

「ＮＰＯ法人の取り組み紹介」 

 

研修② 

「地域福祉と人権のまちづくりー福祉

施設での差別言動などの人権侵害から

学ぶー」 

 

常盤東総合センター 

      山本勇造 

ＮＰＯ法人ハート＆ライト 

木村源一・井上 薫 

大阪市立大学 

      谷元昭信 

常盤東総合

センター 

 

52人・26セ

ンター参加

 

 

 

 

 

 



 

 

(5) 教育文化活動指導者研修事業   参加数  ５７人 

地域総合センターをはじめ、社会教育施設において人権教育推進の観点から実施される教育文化

活動の充実と進展を図るために、当該活動の指導者を養成するための指導者研修を開催した。 
 

月日(曜) 内    容 講  師 会場 

10月15日 

 (木) 

オープニングセレモニー 

基調提案 

 

活動報告 

「寄っといで―『西一会館定期講座！』」 

講演 

「教育文化活動の意義とこれからの隣保館

活動―地域総合センターのあり方―」 

西一会館コーラス教室 

滋賀県人権センター 

        丸本千悟 

草津市立西一会館 

        吉田泰啓 

全国隣保館連絡協議会 

       中尾由喜雄 

解放県

民セン

ター 
「光荘」

３．相談事業 

(1) 人権相談 

 

人権擁護のための相談事業の充実を図る目的で人権相談室を開設して７年が経過した。従来から

の同和問題に関する相談をはじめ、県民の抱える様々な人権課題に対応すべき機関としての相談業

務を行った。 

具体的には、相談者に対して相談室での面接相談と電話相談で対応した。 

また、従来県内４カ所の地域振興局・県事務所に職員が赴き、巡回相談を行ってきたが、今年度

からは、木曜日を事前予約による面談・訪問相談日として実施した。 

さらに、相談内容によっては滋賀県人権相談ネットワーク協議会に加盟する機関・団体や日本司

法支援センターが実施している法テラスとも連携し、専門機関への紹介も行った。 

相談には法律に関するものも多いため、弁護士相談日を設定した。 

 

＜具体的な取り組み＞ 
月・火・水・金曜日  １０：００～１６：００      電話相談及び面接相談 

木曜日         ８：３０～１７：１５      予備日（面談・訪問相談） 

弁護士相談       １０月２３日（金） 

 

（相談実績） 

①相談件数 

相談件数 １１４ 対応延べ回数 ２３７ 

②相談内訳                 ③相談手段 
種   類 件 数 種   類 件 数 

同 和 問 題   １６ 電     話 １９６ 
女 性 問 題   ２ 面     接  ３３ 
子どもの問題   ５ センター  （１８）

障 害 者 問 題   １

外 国 人 問 題   ２

（面談内訳）

訪  問   
 （１５）

高 齢 者 問 題   １ 手紙・ＦＡＸ等   ８ 
患 者 の 問 題   １

 

合     計 ２３７ 
そ の 他  ８６

 合     計 １１４

その他の問題は、「隣人同士のトラブル」、「職場内

の人権問題」、「夫婦間の問題」、「金銭問題」等 



 

 

(2) 人権・結婚相談委員会 

 
地域における人権擁護活動の強化を図るため、情報交換や経験交流を進めながら学習を深めた。 
また、関係機関・団体と連携し、さらに、広く県民に人権・結婚相談活動の内容や窓口をＰＲす

る広報・宣伝活動を実施した。なお、各ブロック委員については、湖西・６人、大津・４人、湖南・

８人、甲賀・７人、東近江・１３人、彦根・２人、愛犬・５人、湖北・１４人、各機関・団体（９

団体）９人で、合計６８人です。 
 

ア 全体会議および研修会  参加数 人権結婚相談委員 ２４人 

全体会議 ５月１５日（金）１３：３０～１４：１０ 解放県民センター「光荘」 
   ・事業報告、活動方針、事業計画、役員紹介等 
研修会  ５月１５日（金）１４：２０～１６：００ 解放県民センター「光荘」 
   ・講演 「ドメスティク・バイオレンス」について  滋賀県女性相談員 山本和代 

 

イ 差別事象連絡会 

 ○構成団体 (財)滋賀県人権センター、滋賀県、滋賀県教育委員会 

       大津地方法務局、部落解放同盟滋賀県連合会 

毎月１回（第２水曜日）  ９：３０～   解放県民センター「光荘」 
 

ウ ラジオスポットによる広報活動 

５月１日～３月３１日 １ヶ月７本の３０秒スポット放送（ＦＭ滋賀） 
９月の同和問題啓発強調月間、１２月の人権週間のスポット放送 

  

(3) 地域総合センター運営助言事業 

 
関係機関との連携を図りながら、四半期ごとに調査票を配布し、地域総合センターの事業実施状

況の把握、センター間の情報交換、センター運営に係る助言を行う等、センター機能の充実・強化

に努めた。 
 

ア 地域総合センター運営重点助言訪問 

当センター、県および県教育委員会の三者が共同して地域総合センターを訪問し、各地域の現

状と課題を踏まえながら、センター運営に係る相談・助言・意見交換を行うことにより、「地域

総合センター運営要綱」の趣旨に沿った、センター機能の一層の充実・強化を図った。 

〇実施主体･･････(財)滋賀県人権センター、滋賀県、滋賀県教育委員会 

〇実施対象･･････２０地域総合センター（市町人権施策主管課および人権教育主管課） 

 

月日(曜) 地 域 総 合 セ ン タ ー 名 

8月20日(木) 川久保地域総合センター   山川原地域総合センター 

8月25日(火) 東山会館          豊郷町隣保館 

9月 1日(火) 虎姫コミュニティセンター  木之本総合センター 

9月 2日(水) 長寺地域総合センター    愛東人権啓発センター   アミティーあかね 

9月 3日(木) 石塔会館 

9月 9日(水) 常盤東総合センター     ひだまりの家 

9月15日(火) 松籟会館          夏見会館 

9月16日(水) 宇川会館          甲賀地域総合センター 

9月28日(月) 梅田会館          清和会館 

9月30日(水) 野洲地域総合センター    有隣館 

（運営状況調査は４０地域総合センター※1に対して実施） 

 
 



 

 

＜実施内容＞ 

県人権施策推進課、県教育委員会人権教育課および当人権センターの三者により地域総合セ

ンターを訪問し、地域課題を踏まえたセンター運営にかかる相談・助言・意見交換を行うこと

により、「地域総合センター運営要綱」の趣旨に沿ったセンター運営の一層の充実と強化を図っ

た。 
当人権センターの担当職員による巡回訪問の結果を踏まえて、隣保館建て替えをしたセンタ

ー、訪問を希望するセンター、過去の訪問実績等を考慮のうえ、上記三者の協議により、訪問

先のセンターを決定した。 
実施方法としては、事前にすべての地域総合センターに調査票を送付し、地域全体の具体的な

状況を把握・分析することにより、具体的にどの部分に地域の課題が存在するか、どの様に解決

を図っていけば良いかを具体例も挙げ、意見交換し助言した。 
また、運営訪問のまとめ・調査票の集約等（４３センター※2）の状況を、３月１８日に実施

した地域総合センター総括会議で報告し、その現況や役割と課題について意見交換を深めると共

に、市町・市町教育委員会にも資料として情報提供している。 
 

※1・2････県内地域総合センターは４０センターであるが、甲賀地域総合センターは４教育集会所をまとめて１つ

の地域総合センターとしているため、調査票では全てのセンター・教育集会所から報告を受けていること

から、調査票の集約は４３センターからの報告の集約となる。 
 

 

イ 地域総合センター事業活動巡回訪問 

年度初めに、地域総合センター職員調べおよび地域総合センター巡回訪問報告書を送付し、各

ブロック担当者を中心として、各地域総合センターを随時巡回訪問し、センターの事業状況の把

握、情報交換、助言等を行なうことにより、各地域総合センターの利用対象地域住民の福祉の向

上や人権啓発のためのコミュニティづくりの視点を重視する取り組みの推進、および地域総合セ

ンター機能の充実強化を図った。 
各ブロック別の巡回訪問日数は以下のとおり。 

 
ブロック名 訪問日数 ブロック名 訪問日数 

甲 賀 ７９ 東近江 １２ 

彦愛犬 ９０ 湖 北 ３８ 

湖 南 ２５ 計 ２４４ 

 

ウ 全国隣保館連絡協議会、滋賀県地域総合センター連絡協議会および各ブロック地域総合センタ

ー連絡協議会との連携事業参加 

○全国隣保館連絡協議会との連携 

全国隣保館連絡協議会が主催する研修会に参加し、情報交換等を行い、相互の連携を図った。 

 

月日(曜) 研修会等名 場 所 

5月19日（火） 第３９回全隣協通常総会 虎ノ門パストラルホテル 

10月28日～29日 

(水～木) 
第４６回全国隣保館長研修会 ホテル大阪ベイタワー 

11月25日(木) 
第４６回全国隣保館職員研修会（第３

２回近畿地区隣保館職員研修会） 

神戸メリケンパークオリエンタ

ルホテル 

1月29日（金） 第５回全隣協近畿地区女性職員研修会 解放県民センター「光荘」 

 

○滋賀県地域総合センター連絡協議会との連携 
協議会が主催する総会・役員会等に出席し、相互の連携を図り、助言等を行った。 
 
 
 



 

 

 月日(曜) 場 所 

総 会 4月17日(金) 解放県民センター「光荘」 

7月16日(木) 

12月 2日(水) 役員会 

3月25日(木) 

長浜市地域総合センター 

 
〇各ブロック地域総合センター連絡協議会との連携 

各ブロックの協議会が主催する諸会議・研修会に出席し、助言および連携を図った。 
 
・ブロック総会  ４回 

月日(曜) ブロック名 場 所 

4月21日(火) 湖南ブロック 常盤東総合センター 

4月24日(金) 彦愛犬ブロック 彦根市人権・福祉交流会館 

5月15日(金) 甲賀ブロック 宇川会館 

7月 2日(木) 湖北ブロック 息郷地域総合センター 

 
・役員会   ８回 （湖南 ６回  彦愛犬 ２回） 
 
・研修会   ３回 （湖南 １回  彦愛犬 ２回） 
《研修内容》 

ブロック名 月日(曜) 研修名 研修先 

湖 南 9月24日(木) 館長先進地研修会 大阪・釜ヶ崎 

7月14日～15日

(火～水)
先進地視察研修会 

国立療養所邑久光明園、岡山市人

権啓発センター、渋染一揆資料館彦愛犬 

2月22日(月) 館長・職員研修会 豊郷町地域総合センター 

 

エ 地域総合センター就労対策助言・調整・情報収集事業 

地域総合センターをはじめとする関係機関との連絡調整を図るとともに、地域総合センターの

職業相談の情報収集や意見交換を行った。 

2009年度の実績は以下のとおりである。 

                                       

ブロック名 訪問日数 対象となる８センター 

大津 １５６ 

湖 北  １８ 

計 １７４ 

坂本市民会館・昭和会館・下龍華会館・田上会館 
皇子が丘市民会館（大津）・長浜市地域総合センター 

息郷地域総合センター・和ふれあいセンター（湖北） 

 

オ 地域総合センター総括会議  参加数 ６１人（３６センター） 

各地域総合センターの館長および運営委員が一堂に会し、一年間の運営や事業について意見交換

を行うことにより、今後の地域総合センターの運営が効果的に行われるよう総括会議を実施した。 

 

主   催 滋賀県人権センター 滋賀県 

会   場 草津市立常盤東総合センター 

開催年月日 ２０１０年 ３月１８日（木） 

参 加 数 ６１人 

事業の内容 

9:30～10:00 受付 

10:00～10:05 開会行事 

10:05～10:30 報告 「地域総合センター運営状況調査より」 

              滋賀県人権センター  山口敏樹 

10:30～12:00 講演 「隣保館を取り巻く状況について」 



 

 

              大阪府総合福祉協会  大北規句雄 

                         伊藤勝彦 

13:00～15:30 講演 ワークショップ「隣保館の課題と展望を考える」 

               大阪府総合福祉協会 大北規句雄 

伊藤勝彦 

15:30～16:00 グループ発表・講評 

(4) 自立支援推進事業 

就職の機会均等および雇用の促進ならびに職業訓練に関する啓発、さらに受講に対する指導等を

目的に、各地域総合センター、公共職業安定所等と連携しながら、次の事業を実施した。 

①情報収集、提供 

②職業能力開発の促進 

③関係機関との連携とコーディネート 

④その他関係業務 

２００９年度の活動実績（回数）は次のとおりである。 

 

管内職業安定所 
①情報収

集、提供 

②職業能力

開発の促進

③関係機関と

の連携とコー

ディネート 

④その他関

係業務 
合計 

草 津 

地域総合センター数 8 
７７ ５ ７９ ６４  ２２５ 

甲 賀 

地域総合センター数 13 
１２６ １９ １８６ ７６  ４０７ 

東近江 

地域総合センター数 5 
２３ １ ２０ ２０  ６４ 

彦 根 

地域総合センター数 8 
２９ ６ ９２ １２９  ２５６ 

長 浜 

地域総合センター数 3* 
１１ ２ ６２ ２５  １００ 

合 計 

地域総合センター数 37 
２６６ ３３ ４３９ ３１４  １,０５２ 

  *長浜市地域総合センター、息郷地域総合センター、和ふれあいセンターの3センターを除いた数 

 

 

 

 

 

 



 

 

４．情報事業 

(1) 啓発ライブラリーの運営 

ア 視聴覚教材および図書等の整備(保有)状況 

貸与・寄贈・購入等により整備を図った。 
 

A 冊子・パンフレット １１分類で整理・保管 

B 新       聞 ３種類 

C 雑       誌 １３種類 

D 図       書 ７３８冊 

E 視 聴 覚 教 材 等 

16ミリ映画(15作品) 8ミリ映画(2作品) スライド(17組) 

ビデオテープ(302本) 啓発パネル(９種類 268枚) 

ＤＶＤ(6枚) ＣＤ(6枚) ＣＤ－Ｒ(8枚) 

 

 

 

 

イ 教材貸出利用状況 

教 材 件 数 

啓 発 パ ネ ル ２６ 

ビデオテープ ２０ 

書 籍 等  ３ 

Ｄ Ｖ Ｄ  ３ 

１６ミリ映画  ０ 

計 ５２ 

 (2) ホームページの運営 

２００４年度に開設したホームページでは、当センターの概要および各種事業の紹介を行うとと

もに、月刊誌「じんけん」の最新版の内容や研修会の参加募集など随時更新を行い、最新情報を提

供することに努めた。 

 URL http://www.shigajinken.or.jp/ 

(3) 人権に関わる伝統文化等資料収集事業 

寄贈された書籍および資料の整理と目録作成を行い、情報として提供できるよう整備に努めた。 

(4) 各人権センター等との連携 
各地域の人権センターや人権問題に取り組む機関、団体、ＮＰＯ等との連携を図った。 

 

ア 県内人権センター交流会  ４回 

 

イ 人権資料・展示全国ネットワーク 総会   ９月２８日（月）～３０日（水）韓 国 

 

 

 



 

 

５．人権センターの運営 

当センターの円滑な運営と機能の充実を図るため、重要な事項の審議決定機関である理事会を４回

(書面表決含む)開催するとともに、承認機関である評議員会を３回開催した。 

(1) 会議 

ア 理事会 

 

○ ５月２８日(木) 

第１号議案 ２００８年度財団法人滋賀県人権センター事業報告について 

第２号議案 ２００８年度財団法人滋賀県人権センター一般会計収支決算 

第３号議案  〃  光荘事業特別会計収支決算 

第４号議案  〃  保険事務事業特別会計収支決算 

第５号議案  〃  啓発映画事業特別会計収支決算 

第６号議案  〃  出版事業等特別会計収支決算 

第７号議案 ２００９年度財団法人滋賀県人権センター一般会計収支補正予算 

第８号議案 ２００９年度   〃         保険事務事業特別会計収支補正予算 

第９号議案 ２００９年度   〃         出版事業等特別会計収支補正予算 

第10号議案 財団法人滋賀県人権センター評議員の選任について 

(報告事項) 

財団法人滋賀県人権センター就業規則の一部改正について 

 

○１１月２６日(木) 

第１号議案 ２００９年度財団法人滋賀県人権センター一般会計収支補正予算 

第２号議案  〃  光荘事業特別会計収支補正予算 

第３号議案  〃  保険事務事業特別会計収支補正予算 

 (報告事項) 

２００９年度財団法人滋賀県人権センター上半期事業報告について 

 

○１２月１５日(火)【書面】 

第１号議案 財団法人滋賀県人権センター評議員の選任について 

 

○ ３月１８日(木) 

第１号議案 ２００９年度財団法人滋賀県人権センター一般会計収支補正予算 

第２号議案  〃  光荘事業特別会計収支補正予算 

第３号議案  〃  啓発映画事業特別会計収支補正予算 

第４号議案  〃  出版事業等特別会計収支補正予算 

第５号議案 ２０１０年度財団法人滋賀県人権センター事業計画について 

第６号議案 ２０１０年度財団法人滋賀県人権センター一般会計収支予算 

第７号議案  〃  光荘事業特別会計収支予算 

第８号議案  〃  啓発映画事業特別会計収支予算 

第９号議案  〃  出版事業等特別会計収支予算 

第10号議案 財団法人滋賀県人権センター特別賛助費制度に関する規程の一部改正について 

第11号議案 財団法人滋賀県人権センター旅費規程の一部改正について 

第12号議案 財団法人滋賀県人権センター最初の評議員の選任方法について 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

イ 評議員会 

 

○ ５月２５日(月) 

(審議事項) 

(1) ２００８年度財団法人滋賀県人権センター事業報告について 

(2) ２００８年度財団法人滋賀県人権センター一般会計収支決算 

(3)  〃  光荘事業特別会計収支決算 

(4)  〃  保険事務事業特別会計収支決算 

(5)  〃  啓発映画事業特別会計収支決算 

(6)  〃  出版事業等特別会計収支決算 

(7) ２００９年度財団法人滋賀県人権センター一般会計収支補正予算 

(8)          〃         保険事務事業特別会計収支補正予算 

(9)          〃         出版事業等特別会計収支補正予算 

第１号議案 財団法人滋賀県人権センター役員の選任について 

(報告事項) 

財団法人滋賀県人権センター就業規則の一部改正について 

 

○１１月１９日(木) 

(審議事項) 

(1) ２００９年度財団法人滋賀県人権センター一般会計収支補正予算 

(2)  〃  光荘事業特別会計収支補正予算 

(3)  〃  保険事務事業特別会計収支補正予算 

(報告事項) 

２００９年度財団法人滋賀県人権センター上半期事業報告について 

 

○３月１５日(月) 

(審議事項) 

(1) ２００９年度財団法人滋賀県人権センター一般会計収支補正予算 

(2)  〃  光荘事業特別会計収支補正予算 

(3)  〃  啓発映画事業特別会計収支補正予算 

(4)  〃  出版事業等特別会計収支補正予算 

(5) ２０１０年度財団法人滋賀県人権センター事業計画について 

(6) ２０１０年度財団法人滋賀県人権センター一般会計収支予算 

(7)  〃  光荘事業特別会計収支予算 

(8)  〃  啓発映画事業特別会計収支予算 

(9)  〃  出版事業等特別会計収支予算 

(10)財団法人滋賀県人権センター特別賛助費制度に関する規程の一部改正について 

(11)財団法人滋賀県人権センター最初の評議員の選任方法について 

(2) 特別賛助費制度 

特別賛助費制度は、当センターの目的に賛同される団体および個人を広く募るものである。 

１９８１年度に設けた本制度は２８年が経過した。本年度は、特別賛助会員が３０件（１口15,0
00円)、協力賛助会員が２，７７５件（2,724件：１口2,000円、51件：４口8,000円）となっている。 

 

 

 

 

 

 



 

 

(3) 職員研修の実施 

職員の資質向上、情報収集をめざして全員研修を実施するとともに、全国の諸集会等に職員を派

遣した。 

・４月７日 当センター初任者研修 

内   容：（財）滋賀県人権センターの歩みと事業内容・人権について 

      参加者：４人 

・５月２０日～１月１３日（８回） 

内   容：簿記教室（コラボしが） 

      参加者：２人 

・５月１６日～１７日 部落解放第５４回全国女性集会（群馬県前橋市） 

      参加者：１人 

・８月１日～３日 部落解放第４１回全国高校生集会（長崎県長崎市） 

      参加者：２人 

・８月１９日～２１日 部落解放研究人権夏期講座（和歌山県高野山） 

      参加者：１人 

・９月１６日～２０日 隣保事業士資格認定講習（大阪府大阪市） 

      参加者：１人 

・１０月２４日～２６日 部落解放研究第４３回全国集会（広島県福山市） 

      参加者：３人 

・１１月１１日 第４６回全国隣保館職員ブロック別研修（兵庫県神戸市） 

      参加者：１人 

・１１月２５日 部落解放・人権政策確立要求第１次中央集会（東京都千代田区） 

      参加者：１人 

・２月９日～１０日 第２４回人権啓発研究集会（福岡県福岡市） 

      参加者：２人 

・２月２７日 部落解放研究第１７回滋賀県集会（滋賀県彦根市） 

      参加者：２０人 

・２月２７日～２８日 第１３回全国宅老所・ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ研究交流ﾌｫｰﾗﾑ（沖縄県豊見城市） 

      参加者：１人 

・３月１５日～１９日 社会福祉主事資格認定研修（神奈川三浦郡葉山町） 

      参加者：１人 

・３月２５日 部落解放・人権政策確立要求第２次中央集会（東京都千代田区） 

      参加者：１人 

当センター入居団体との合同職員研修会（開催２回） 

参加対象者：当センター職員・部落解放同盟滋賀県連合会・（社）滋賀県人権教育研究会 

      滋賀県進路保障推進協議会・（社）反差別国際連帯解放研究所しが 

      滋賀県人権施策推進課・滋賀県人権教育課  （７機関・団体） 

回 月日（曜） 研  修  内  容 講   師 参加

人数 

会場 

①県民センターの設立と歴史

について 

建部 五郎副理事長 

滋賀県人権センター 

②解放運動の歴史について 山口 敏樹 

滋賀県人権センター 

 

 

１ 

 

 

１月２１日 

③三大闘争について 丸本 千悟 

滋賀県人権センター 

 

 

 

３ ７

人 

④（社）滋賀県人権教育研究

会の歴史について 

天谷 昇道 

滋賀県人権教育研究会 

⑤滋賀県進路保障推進協議会

の歴史について 

加藤 健一 

滋賀県進路保障推進協議会 

 

 

 

２ 

 

 

 

３月１９日 

⑥（社）反差別国際連帯解放

研究所しがの歴史について

山口 敏樹 

滋賀県人権センター 

 

 

 

２ ９

人 

 

 

 

 

解放県民

センター

「光荘」



 

 

 

 

(4) 解放県民センター「光荘」の管理運営 

ア 管理運営 

４月  解放県民センター「光荘」管理運営委員会委員の委嘱 

１０月   〃  第１回管理運営委員会の開催 

３月   〃  第２回管理運営委員会の開催 

年 間  清掃、衛生、設備の管理委託を実施 

     ２月  解放県民センター「光荘」消防訓練 

 

イ 設備等維持（修繕）状況 

１月  １階空調機器（啓発ライブラリー）ルーバー取替修理 

 

ウ 改修工事の実施 

７月  非常用照明改修工事（全館） 

・期 間  ７月１８日 

・請 負 業 者 株式会社 田辺消防システム 

・工事請負額 １，１５５，０００円 

    １１月  １階男・女多目的トイレ暖房洗浄便座取替工事 

     ・期   間 １１月７日～１１月８日 

     ・請負業者  エールコーポレーション株式会社 

     ・工事請負額   ２４０，０００円 

     ３月  １階相談室間仕切りおよびクロス（壁紙）工事 

     ・期   間  ３月２８日～３月３１日 

     ・請負業者  エールコーポレーション株式会社 

・ 工事請負額      

間仕切り工事費     ２１２，５２０円 

        クロス（壁紙）工事費   ７２，９０１円 

 

エ 貸室利用状況 

会議室利用状況  会議室利用回数 延べ ３６１回 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

人権教育推進のための調査研究事業（文部科学省委託事業） 

文部科学省からの委託事業として、人権に関する学習機会の充実方策等についての実践的な調査研究

を行うことを目的として、当センターが下記の事業を実施した。 

（円） 

 事 業 名 概   要 金額 

1 
人権パワーアップ

講座 

人権啓発のリーダーを養成するための「エキスパートスクー

ル人権の友」(人権パワーアップ講座)を７回シリーズで実施し

た。そのうち、１回は「交流を通しての学び」と「現地からの

学び」をテーマに「丹波マンガン記念館」の視察研修を組み入

れた。     (8/24･31･9/7･14･28･10/5･19) 

726,907

2 

誰もが使える人権

ワークショップ啓

発教材集の作成 

幅広い年齢層・様々な人権問題に対応でき、学習の進行方

法・注意事項を掲載し、実践ですぐに使用できる啓発教材集「ビ

タミンＪ」を作成した。 

(レイアウト・編集および 2,500 部作成) 

795,935

3 

実習講座「インタ

ーネット社会と

人権」 

地域リーダー養成講座の特別講座としてインターネット上

での人権侵害事象の実態と今後の対応についての研修を、実際

に機器を扱いながら行い、具体的な対応についての学習・啓発

を行った。            (8/27) 

61,096

4 
地域リーダー養

成特別講座 

地域の人権教育推進リーダーやファシリテーターを育成す

る「地域リーダー養成講座」の特別講座として、ならまち界

隈 で の 現 地 研 修 「 奈 良 楽 学 遊 歩 」 を 実 施 し た 。 

(7/16) 

122,051

5 

高校生等ネット

ワーク交流研修

会 

県内の高校生等が、部落問題をはじめとする人権問題の解決

に向けて取り組みを進める研修会を開催し、互いの人権意識と

相互の連帯意識の高揚をはかった。 

(11/21・1/23) 

100,224

6 

 

人権ラブソング

フェスティバル 

 

 

県民のつどいと同時開催。「音楽」をキーワードに人権啓発

をはかり、県民の人権意識の高揚をはかった。(12/6) 

 

611,951

 

 

          

 合 計 

 

2,418,164

 

 

 

 

 



 

 

正味財産増減計算書総括表・貸借対照表総括表（省略、別添資料参照） 
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科                      目
Ⅰ資産の部
　１流動資産
　　現金預金
　　　　普通預金 びわこ銀行膳所支店（一般会計） 11,300,526
　　　　普通預金 滋賀銀行県庁支店（光荘特別会計） 543,707
　　　　普通預金 滋賀銀行県庁支店（出版特別会計） 2,871,940
　　未収金（一般会計） 9,768,462
　　未収金（光荘特別会計） 48,800
　　未収金（出版特別会計） 455,700
    立替金（一般会計） 3,821
　　　　　流動資産合計 24,992,956
　２固定資産
　（１）基本財産
　　　建物５５７．７３㎡（光荘特別会計） 175,288,000
　　　基本財産有価証券　野村證券（株）大津支店（光荘特別会計） 93,000,000
　　　減価償却引当預金（光荘特別会計） 11,712,000
　　　　　基本財産合計 280,000,000
　（２）特定資産
　　　同和基金（一般会計）
　　　　有価証券 大和証券京都支店（一般会計） 250,000,000
　　　　普通預金びわこ銀行膳所支店（一般会計） 15,305,478
　　　　長浜信用金庫（一般会計） 10,069,392
　　　映画制作積立預金
　　　　普通預金 滋賀銀行県庁支店（映画特別会計） 2,117,072
　　　映画保存管理積立預金
　　　　普通預金 滋賀銀行県庁支店（映画特別会計） 2,766,041
　　　　　特定資産合計 280,257,983
　（３）その他固定資産
　　　　車両運搬具 公用車１台（一般会計） 80,712
　　　　什器備品 会計システム外（一般会計） 441,174
　　　　什器備品 （光荘特別会計） 1,613,431
　　　　定期預金滋賀銀行県庁支店（光荘特別会計） 6,452,101
　　　　修繕目的預金滋賀銀行県庁支店（光荘特別会計） 4,072,874
　　　　　その他固定資産合計 12,660,292
　　　　　固定資産合計 572,918,275
　　　　　　資産合計 597,911,231

　Ⅱ負債の部
　　１流動負債
　　　　未払金 社会保険料等（一般会計） 12,398,157
　　　　未払金 光熱水費等（光荘特別会計） 88,592
　　　　未払金 旅費等（出版特別会計） 3,322,040
　　　　預り金 社会保険料等（一般会計） 1,139,622
　　　　預り金 （出版特別会計） 5,600
　　　　　流動負債合計 16,954,011
　　２固定負債
　　　　退職給付引当金（一般会計） 89,189,398
　　　　長期前受有価証券利息（光荘特別会計） 59,024
　　　　　固定負債合計 89,248,422
　　　　　　負債合計 106,202,433
　　　　　　正味財産 491,708,798

金                      額

財　産　目　録
2010年3月31日現在

財団法人滋賀県人権センター（単位：円）
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財団法人 滋賀県人権センター



２０１０年度 財団法人滋賀県人権センター事業計画 

 

Ⅰ 基本方針 

同和問題解決のための総合的県民センターとして、１９７５年に財団法

人滋賀県解放県民センターが発足、２００３年には財団法人滋賀県人権セ

ンターと改称し、同和問題をはじめとするあらゆる人権問題に対応してき

ました。また改称と同時にあらゆる人権問題の総合相談窓口として、常設

の人権相談室を設けました。 

発足以来、県民啓発事業を核としながら、各地域総合センターが実施す

る地域福祉などの活動支援や安定就労の促進、相談事業などの各種事業を

積極的に展開してきました。長きにわたり積み重ねてきた経験・実績を継

承･発展させ、様々な人権問題の解決に向けて日々努力しています。 

近年、パソコンや携帯電話から手軽に利用できるインターネットは、知

りたい情報をだれでも簡単に入手できるなどの利便性から、急速に広く浸

透しましたが、その反面、インターネットの「掲示板」を使って同和問題

などに関する差別的な内容の書き込みが行われたり、公にはできないよう

な内容を集めたサイト、いわゆる「裏サイト」が存在するなど、悪質な行

為が頻繁に行われています。その匿名性を背景に、ネット上で繰り広げら

れる言葉の暴力は、すさまじさを増しています。こうしたインターネット

上の人権侵害をなくすための監視体制と相談・支援体制を早急に強化する

必要があります。 

こうしたことから今年度は、昨年度に引き続き「インターネット上の人

権問題」に重点的に取り組みます。当センターでは、人間の尊厳や命の大

切さの観点に立ち、時代の変化による新たな人権問題にも、積極的に取り

組んでいきたいと考えています。 

また、昨年１０月には、旬刊紙「人権の友」と月刊誌「じんけん」を統

合し、新たな月刊誌「じんけん」としてリニューアル刊行しました。読者

の方々からの反響を今後の編集に反映させ、さらに充実した紙面づくりに

努めてまいります。 

今年度は、以下に掲げる事業計画に基づきまして、円滑かつ効率的に推

進することとします。 



Ⅱ 具体的な事業計画 

１．啓発事業 

 

（１）県民のつどい 

県民が人権尊重と同和問題の解決に向け、「２０１０年人権週間」に

協賛し、県民の学習や活動の輪をさらに広げ、実践交流と連帯を深め合

うために実施する。また「音楽」をキーワードにした人権啓発「ラブソ

ングフェスティバル」も同時開催する。 

 

（２）青年集会 

県内の青年が、部落差別をはじめあらゆる差別の現実から実態を学び、

互いの思いや願いを交流するとともに、人権尊重に向けた実践活動をさ

らに発展させるために実施する。 

 

（３）滋賀県高校生等交流集会｢ヒューマンライツ･Ｗｉｔｈ･アクション｣ 

県内の高校生等が、人権をテーマに交流・連帯を深め、地域のリーダ

ーとしてそれぞれの地域社会において活動できるよう育成事業を実施す

る。 
 

ア．滋賀県高校生等交流集会｢ヒューマンライツ･Ｗｉｔｈ･アクション｣ 

イ．全国高校生集会への働きかけ 

 

（４）女性のつどい 

県内の女性が中心となって、互いに思いや願いを交流するとともに、

部落解放と女性差別の撤廃を共通の課題として自らの生き方を学び合

い、人権尊重に向けた実践活動をさらに発展させるために実施する。 

 

（５）出版事業 

県民啓発の一環として広報出版事業を行い、あわせて読者の拡大や啓

発資料の充実・普及を図る。 
 

ア．月刊誌「じんけん」  毎月 １５日発行 

イ．啓発資料の発行 

 

（６）人権問題啓発ビデオ等の普及活動 

既に制作している啓発映画「朝やけの湖」、「風のおとずれ」、「雪

のいしぶみ」、「葦笛がひびくまち」、「明日へ向かって歩む街」、「春

をまつ雪」、「わかりあえる季節」、「おばあちゃんありがとう」、「残

された日記」および啓発ビデオ「走れ！夢をのせて」の普及活動を行う



ことにより、人権問題の啓発活動を支援する。 

 

（７）講師派遣 

同和問題をはじめ各種人権問題の課題解決の取り組みを支援するため

に、研修会に講師を派遣・紹介する。さらに、県域、市町域、企業等の

研修会の企画・運営について助言を行う。 

 

（８）県人権教育推進協議会活動への参画 

人権意識の高揚を図るための市町同和（人権）教育推進協議会や社会

教育機関・団体および企業等の自主的な教育活動に対する援助や助長、

連絡調整、経験交流および情報の提供等、滋賀県人権教育推進協議会が

実施する事業に参画する。 

 

（９）県民啓発助成 
 

ア．市町人権・同和教育推進協議会等事業費助成 

イ．部落解放研究滋賀県集会開催費助成 

 

 

２．研修事業 

 

（１）地域リーダー養成講座 

地域住民や市町同和（人権）教育推進協議会、ＮＰＯ、企業等の各種

団体関係者を対象に、人権意識の高揚を図るためのリーダー養成講座を

開催する。 

より学習を深め、専門性を身につけ、地域の人権啓発を推進するリー

ダーとして活躍できる人材育成のために７日間に４テーマを設定し講座

を開設する。 
 

部落問題 ３日間 ６講座 

マスメディアと人権 ２日間 ４講座 

環境と人権 １日間 ２講座 

インターネット・ケータイと人権 １日間 ２講座 

 

（２）エキスパートスクール「人権の友」（第１０期） 

人権尊重の社会づくりをめざして、自主的に実践する指導者を養成す

るため、当センターの地域リーダー養成講座の修了者や地域、企業等の

リーダーを対象に人権問題に関する学校を開校する。 

また、全修了生を対象に、実践交流の場の提供と、そのネットワーク

づくりの支援を行う。 



 

開 校  「人権ココロの体力アップ講座」 

８ 月  ス テ ッ プ Ⅰ    （ １ 日 間 ２ 講 座 ）  

基 礎 学 習 コ ー ス  

９ 月  ス テ ッ プ Ⅱ    （ ４ 日 間 ８ 講 座 ）  

交 流 コ ー ス  

フ ィ ー ル ド ワ ー ク  

１ ０ 月  ス テ ッ プ Ⅲ    （ ２ 日 間 ４ 講 座 ）  

教 材 作 成 と 実 践 コ ー ス  

２ 月  フ ォ ロ ー ア ッ プ 研 修  

 

（３）人権擁護活動ブロック別研修会（８ブロック） 

日頃、地域のリーダーとして人権擁護活動に取り組む者が合同で研究

協議を行い、それぞれの地域に根ざした人権擁護活動の充実・強化を図

るために実施する。 

 

（４）地域総合センター職員等研修事業 

地域総合センターが、福祉の向上や住民交流の拠点となるコミュニテ

ィセンターとして人権・同和問題の解決に資する機能が十分に発揮でき

るよう、センター職員に必要とされる知識・専門的技術を学ぶとともに、

センター職員としての自覚を深めるために研修を実施する。 
 

ア．基礎コース   ３日間 （うち、2日間は宿泊交流会を予定） 

イ．実践コース   ２日間 

ウ．地域福祉コース ２日間 

 

（５）じんけんとふくしの推進講座 

部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃や人権擁護の意識を高めるとと

もに、地域総合センターと社会福祉協議会などの福祉関係機関・団体等

との連携を深め、「福祉と人権のまちづくり」を基本にした地域福祉と

地域福祉ネットワークづくりを目指すことを目的に研修を実施する。 

 

   対象者：地域総合センター、市町福祉関係課、滋賀県社会福祉協議会、

市町社会福祉協議会、滋賀県高齢者福祉関係団体人権啓発推進

連絡会（滋賀県老人福祉施設協議会、滋賀県デイサービスセン

ター協議会、滋賀県介護サービス事業協議会、滋賀県ホームヘ

ルパー協議会）、ＮＰＯ法人などの職員 

募 集 定 員 ： ６ ０ 人  

開 催 時 期 ： １ 月 中 旬  １ 日  

 



 

３．相談事業 

 

（１）人権相談 

人権相談室も開設以来、寄せられる相談が増加するとともに内容も多

種多様であることから、引き続き相談者のニーズに応えられる相談事業

の実施と充実に努める。 

また、様々な相談に対して一層的確な助言や支援が出来るように関係

機関と密接な連携を図る。 

さらに、相談・提起された問題・事象の要因や背景ならびにその教訓

や課題を調査研究し、今後の啓発活動に活かす。 
 

ア．センター内での相談室の開設 （月･火･水･金曜日 10:00～16:00） 

イ．県内巡回相談の実施  （木曜日 事前予約のみ） 

ウ．滋賀県人権相談ネットワーク協議会への参画 

エ．人権結婚問題調査活動 

オ．差別事象をはじめとする人権に関する相談とその啓発活動（対策会

議、学習会等を含む） 

 

（２）人権・結婚相談委員会 

地域における人権擁護活動の強化を図るため、情報交換や経験交流を

進めながら学習を深める。 

また、関係機関・団体と連携し、人権・結婚問題、その他生活相談、

世話役等に関する活動を行う。 

さらに、人権・結婚相談活動は、問題発生の初期における情報収集や

提起された問題がその解決に大きな役割を果たすことから、広く県民に

人権・結婚相談活動の内容や窓口をＰＲする広報・宣伝活動等を実施す

る。 

なお、事象の取り組みについての情報交換を引き続き行う。 
 

ア．全体会議および研修会 

イ．ラジオスポットによる広報活動 

ウ．差別事象連絡会（毎月1回） 

 

（３）地域総合センター運営助言事業 

隣保館運営要綱ならびに地域総合センター運営要綱に基づき、各地域

総合センターの利用対象地域住民の福祉の向上や人権啓発のためのコミ

ュニティづくりの視点を重視し、同和問題の残された課題ならびに人権

諸課題の解決に向けた取り組みを推進するため、地域総合センター事業

の状況把握および情報交換を行い、四半期ごとに調査し分析を行い、幅



広く活用されることを期待し結果を報告する。 

また、関係機関との連携を深めながら、地域総合センター機能の充実

強化に資するため、運営の助言を行う。 
 

ア．地域総合センター運営重点助言訪問     ７月中旬～９月中旬 

（２０センター） 

イ．地域総合センター事業活動巡回訪問     随 時 

ウ．全国隣保館連絡協議会、滋賀県地域 

総合センター連絡協議会および同ブ 

ロック連協との連携および事業参加     随 時 

エ．地域総合センター総括会議の開催      ２月中旬 

 

（４）自立支援推進事業 

地域住民の自立を支援するため、地域総合センター・公共職業安定所・

県等との連携調整を図りながら、就職困難者や不安定就労者をはじめと

する社会的援護を要する人々に安定した生活を支援するために就労相談

活動や就職の支援、福祉に関する啓発や助言、情報収集、研究等を行う。 

また、地域総合センターの周辺地域を含めた地域に、きめ細やかな福

祉サービスが提供していけるよう、各関係機関と連携を図りながら、地

域福祉に関する情報の提供や助言等を行う。 
 

①就労支援事業 

ア．求人情報等収集、提供 

イ．職業能力開発の支援 

ウ．関係機関との連携とコーディネート 

エ．就労対策連絡会の開催 

オ．進路状況の把握および研究 

②地域福祉推進事業 

ア．地域福祉への取り組みの推進 

イ．関係機関との地域福祉情報連絡会の開催 

 

 

４．情報事業 

 

（１）啓発ライブラリーの運営 

県内各市町、教育委員会、地域総合センター等で発行・制作された各

種資料の収集を引き続き行い、体系的な整理を行うとともに、県民の人

権学習に貢献できる情報提供サービス内容の充実に努める。 

 

（２）ホームページの運営  



当センターの概要、各種事業の積極的な情報発信に努めるとともに、

人権に関わる諸集会の情報を提供することにより参画・参加等を促進す

る。 

 

（３）人権に関わる伝統文化等資料収集事業  

同和問題を中心に人権に関わる伝統文化等資料（伝統文化、生活文化、

産業・労働）について収集を継続しながら目録の充実を図り、情報とし

て提供する。 

 

（４）各人権センター等との連携 

各地域の人権センターとの情報交換・連携を図る。また、県内の人権

問題に取り組む機関、団体、ＮＰＯ等との連携を図る。 
 

ア．県内の人権センターとの情報交換 

イ．全国人権ネットへの参加 

ウ．その他の機関・団体・ＮＰＯ等との連携 

 

 

５．人権センターの運営 

 

（１）会議 
 

ア．理事会・理事懇談会 

イ．評議員会 

ウ．公益法人認定申請作業部会 

 

（２）特別賛助費制度 

同和問題をはじめとする人権問題の解決に向けて当センターが実施す

る諸事業に対して、より多くの県民から賛同・協力を得るため、積極的

な会員拡大を図る。 

 

（３）職員研修の実施 

 

（４）解放県民センター「光荘」の管理運営  
 

４階女子トイレ改修工事 



事 業 日 程 表 

月 日 事  業  名 会  場 規模等 内        容 
４月上旬 

～ 

５月中旬 
特別賛助費制度会員募集 

各市町、県･

企業 ･団体

等 

各市町、県･

企業 ･団体

等 

各市町等を巡回し、募集活動を展開す

る 

５月上旬 

～ 

６月下旬 

高校における進路状況調

査 

県内全高等

学校 

県内の県立､

私立７７校

県内全高校における進路（就労）状況

を調査・研究を行う 

５月上旬 

～ 

７月下旬 

地域総合センター職員研

修会（基礎コース）3回 

解放県民セ

ンター「光

荘」他 

地域総合セ

ンター職員

等各５０人

地域総合センター職員として必要な

基礎的知識の研修 

（全体研修、現地研修等） 

５月中旬 人権・結婚相談委員会全

体会議および研修会 

解放県民セ

ンター「光

荘」 
委員７０人

２００９年度活動状況報告、２０１０

年度活動方針および事業計画、委員の

委嘱、役員選出、実践交流 

５月下旬 評議員会 
解放県民セ

ンター「光

荘」 

評議員 

２５人

監事  ２人

２００９年度事業・決算報告等 

５月下旬 理事会 
解放県民セ

ンター「光

荘」 

理事１２人

監事  ２人
２００９年度事業・決算報告等 

６月17日 

～ 

８月30日 
地域リーダー養成講座 

解放県民セ

ンター「光

荘」他 
８０人

地域の人権教育リーダー養成講座｢部

落問題｣、｢マスメディアと人権｣、｢環

境と人権｣、｢インターネット・ケイタ

イと人権｣の４テーマを７日間で実施

６月中旬 評議員会 
解放県民セ

ンター「光

荘」 

評議員 

２５人
役員の選任等 

６月下旬 理事会 
解放県民セ

ンター「光

荘」 
理事１２人 理事長、副理事長、専務理事の選出等

８月上旬 

～ 

９月下旬 

地域総合センター運営重

点助言訪問 
地域総合セ

ンター 
２０ 

センター

県、県教委、(財)滋賀県人権センター

三者共催による運営助言訪問を行う

８月26日 

～ 

10月14日 

エキスパートスクール

「人権の友」（第１０期） 

解放県民セ

ンター「光

荘」 

３０人

人権問題に関する指導者養成講座 

（ステップⅠ）１日間 
（ステップⅡ）４日間 
（ステップⅢ）２日間 

９月上旬 

～ 

10月上旬 

地域総合センター職員研

修会（実践コース）2回 

解放県民セ

ンター「光

荘」他 

地域総合セ

ンター職員

等 

各５０人

地域総合センター職員として必要な

実践的・専門的知識の研修 

 （講演、事例発表、分科会等） 

10月 2日 

（予定） 

部落解放・人権確立をめ

ざす第３５回滋賀県青年

集会 
未定 県内青年 

２５０人
全体会、分散会等 

10月17日 

（予定） 

滋賀県高校生等交流集会

「ヒューマンライツ・Ｗ

ｉｔｈ・アクション」 
未定 高校生等 

１５０人
全体会、分科会、食文化交流等 



月 日 事  業  名 会  場 規模等 内        容 
10月上旬 
～ 

２月下旬 
人権擁護活動ブロック別

研修会 県内８会場 ６００人
人権擁護委員、人権擁護推進員、人権、

結婚相談委員合同の実践交流研究 

11月13日 

(予定) 

部落解放第４７回滋賀県

女性のつどい 
未定 ２００人 講演、体験発表、実践報告、分散会等

11月中旬 評議員会 
解放県民セ

ンター「光

荘」 

評議員 

２５人

２０１０年度上半期事業報告、収支補

正予算等 

11月中旬 理事会 
解放県民セ

ンター「光

荘」 
理事１２人

２０１０年度上半期事業報告、収支補

正予算等 

11月中旬 

 ～ 

12月上旬 

地域総合センター職員研

修会（地域福祉講座）2回 

解放県民セ

ンター「光

荘」他 

地域総合セ

ンター職員

各５０人

地域福祉推進基礎講座および地域福

祉と人権施設・事業所見学研修を行う

12月 5日 

(予定) 

2010年人権週間協賛、人

権尊重と部落解放をめざ

す県民のつどい 

滋賀県立文

化産業交流

会館 
２,５００人

意見発表、記念講演、民族芸能、人権

パネル展、各人権センター紹介、物産

展等 

１月上旬 
じんけんとふくしの 

推進講座 1回 

解放県民セ

ンター「光

荘」他 

地域総合セ

ンター、市

町福祉担当

課、社会福

祉協議会等

職員 

６０人

「福祉と人権のまちづくり」を基本に

した地域福祉と地域福祉ネットワー

クづくり等の研修 

２月中旬 
エキスパートスクール

「人権の友」フォローア

ップ研修 

解放県民セ

ンター「光

荘」 

修了生 

３０人

友の会会員

３０人

修了生と人権の友会員を対象とした、

自主的な実践のための研究会 

併せて交流会を行い修了生等のネッ

トワークづくりを支援 

２月中旬 地域総合センター 

総括会議 未定 

地域総合セ

ンター長お

よび運営委

員 ８０人

地域総合センター運営重点助言訪問

のフィードバック、社会福祉をはじめ

各種施策や制度の促進啓発、地域福祉

事業等の研修を行う 

３月上旬 啓発資料の発行   
各種研修で活用できる啓発資料「人権

ワークショップ教材集」の発行 

３月中旬 評議員会 
解放県民セ

ンター「光

荘」 

評議員 

２５人

２０１０年度収支補正予算、２０１１

年度事業計画、収支予算、規程改正等

３月中旬 理事会 
解放県民セ

ンター「光

荘」 
理事１２人

２０１０年度収支補正予算、２０１１

年度事業計画、収支予算、規程改正等

毎月 

１５日 
月刊誌「じんけん」発行   

人権に関する特集記事をはじめとす

る最新情報等の提供 

毎月１回 

(第２ 

水曜日) 

差別事象連絡会 

解放県民セ

ンター「光

荘」 

関係者 

人権、結婚相談委員会総務委員会の主

要構成機関団体による定例の連絡会

開催および調査、研究、情報交換等 

常設 

(月･火･ 

水･金) 

人権相談 

解放県民セ

ンター「光

荘」 

県民 
広く県民の相談に対応するため光荘

での常設相談 



月 日 事  業  名 会  場 規模等 内        容 
事前予約 

(木曜日) 
巡回人権相談 県内 県民 

常設の人権相談室の移動相談日とし

て、県内を巡回 

下半期 ４階女子トイレ改修工事 

解放県民セ

ンター「光

荘」 

 多目的トイレ改修工事 

講師派遣 県内各地  依頼のあった研修会に講師を派遣 

地域総合センター事業活

動巡回訪問 

各地域総合

センター 

３７ 

センター

日常的な巡回訪問による指導、助言と

意見交換を行う 

各人権センター等との連

携 

解放県民セ

ンター「光

荘」等 

 各地域の人権センターとの情報交換

地域総合センター事業情

報収集・意見交換等 

各地域総合

センター 

８ 

 センター

日常的な巡回訪問による情報収集と

意見交換を行う。 

自立支援推進事業 県内各地  

地域住民の自立を支援するため、就労

相談活動や就職の支援、福祉に関する

啓発や助言、情報収集、研究等を行う

人権問題啓発ビデオ等の

貸し出し 

解放県民セ

ンター「光

荘」他 

 啓発ビデオ等の貸し出し 

人権啓発パネルの貸し出

し 

解放県民セ

ンター「光

荘」他 

 啓発パネルの貸し出し 

解放県民センター「光荘」 

管理運営委員会 

解放県民セ

ンター「光

荘」 

委員  ８人
解放県民センター「光荘」の管理運営

等について調査研究・審議する 

全国隣保館連絡協議会、

地域総合センター連絡

協議会、ブロック連協と

の連携 

全隣協、関

係府県、各

地域総合セ

ンター、関

係市町 

 

全隣協、県センター連協、各ブロッ

ク連協との連携および情報交換 

理事懇談会 

解放県民セ

ンター「光

荘」 

理事１２人
事業計画案および規程改正案等につ

いての協議 

人権に関わる伝統文化等

資料収集事業 

各地域総合

センター等
 

人権に関わる文化や伝統芸能、産業な

どに関する資料等の調査・収集 

随  時 

職員の資質向上のための

研修会、報告会 

解放県民セ

ンター「光

荘」他 

 
研修会等を開催し、職員の資質向上を

図る 
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